
⑥回答 ①申出 

（国税局長あて） 

 

③上申 ⑤上申に対する指示 

別紙 

 

酒類製造者が国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用しようとする場合の申出の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒 類 製 造 者 

国税局鑑定官室 

測定方法の合理性等を判断する基準 

 

１ 測定原理が、酒類に適用するのに適切であり、安定した

測定結果が得られるものであること 

 

２ 測定方法が広く一般的に認められた以下のいずれかの

方法であること 

(1) 公定法に採用されている方法 

(2) 業界内で広く採用されている方法 

(3) 測定・分析等に関する学術誌上にて十分な検討評価

がなされている方法 

 

３ 得られる測定値の精確さ（精度及び真度）が、国税庁所

定分析法に定められた測定方法のものと同等であること 

 

４ 測定方法を規定した文書等が整備され、公開されている

こと 
国税庁鑑定企画官 

②検 討 

 

④検 討 


